
介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領 

 
１ 目的 

この要領は、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第３７条第

１項」、「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービ

ス等に係る介護予防の効果的な支援の方法に関する基準第３５条第１項」、「指定居宅介護

支援等の事業の人員及び運営に関する基準第２７条第１項」、「指定介護予防支援等の事業

の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準第２６条第１項」、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準

第３５条第２項」、「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第３

６条第２項」、「指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準第３４条第２

項」（以下「指定基準」という。）における、利用者又は入所者に対するサービスの提供に

より事故が発生した場合の市町村への報告の取扱いを定めるとともに併せて県への報告の

取扱いを定め、もって、利用者又は入所者等の処遇向上を図ることを目的とする。 
 
２ 対象 

介護保険指定事業者及び基準該当サービス事業者（以下「各事業者」という。）が行う介

護保険適用サービスとする。（地域密着型サービス事業者を除く）  
 
３ 報告の範囲 

各事業者は次に該当する場合、報告を行うこととする。 
なお、事故が発生した場合は、直ちに電話又ＦＡＸ等により第一報を行い、後に文書に

より報告すること。特に食中毒及び感染症については、初動の遅れにより発症者が広まる

恐れがあるため、病原体が確定する前であっても症状からその疑いがもたれた時点で第一

報を行うこと。 
(1) サービスの提供による利用者のけが又は死亡事故その他重大な人身事故の発生 
※１ 「サービスの提供による」とは送迎・通院等の間の事故を含む。また、在宅の通

所・入所サービス及び施設サービスにおいては、利用者が事業所内にいる間は、「サー

ビスの提供中」に含まれるものとする。  
※２ けがの程度については、医療機関で受診を要したもの、家族等に連絡したものと

する。 
※３ 事業者側の過失の有無は問わない。  
※４ 利用者が病気等により死亡した場合であっても、死因等に疑義が生じる可能性の

あるとき（トラブルになる可能性があるとき）は、報告すること。  
(2) 食中毒及び感染症、結核の発生 
※１ 関連する法令に定める届出義務がある場合は、これに従うとともに、当該要領に

も従い報告をすること。 
※２ 感染症は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に定める

もののうち、原則として１、２、３及び４類とする。 
ただし、５類であっても、インフルエンザ等が施設又は事業所内に蔓延する等の

状態になった場合には、報告すること。  
(3) 職員（従業員）の法令違反、不祥事等の発生 
※ 利用者からの預り金の横領など利用者の処遇に影響のあるものについては、報告す

ること。 
(4) その他、報告が必要と認められる事故の発生 
 



４ 報告 
各事業者は、３で定める事故が発生した場合は、県及び被保険者の属する保険者（市町

村）へ速やかに報告すること。 
※ 報告には利用者の個人情報が含まれるため、その取扱いに十分注意すること。 

 
５ 報告の書式 

別紙１「介護保険事業者事故報告書」を標準とする。 
ただし、食中毒及び感染症、結核の発生については別紙２「介護保険事業者事故報告書

（感染症等）」を標準とし、病原体が確定する前であっても症状からその疑いがもたれた時

点で速やかに第一報を行う。さらに事態が終息した時点で、同じく別紙２を用い対応報告

を行うこと。 
なお、市町村への報告について、定められた書式等が既にある場合は、それに従うこと。 

 
６ 市町村又は県への報告の手順 

(1) 事故が発生した場合には、速やかにその事故の概要について、市町村及び県へ電話又
はＦＡＸで報告することとする（第一報）。  

(2) 報告書の提出先は、指導監査を実施する各地域県民局地域健康福祉部とする。 
ただし、大型施設等設置法人が設置する施設又は事業所における事故については、直

接、県の担当課（高齢福祉保険課）へ報告すること。 
(3) 処理の経過を含めて、定められた書式を用いて、文書で報告すること。 
※ (1)､(2)、(3)の順に同じ書式を使って、徐々に必要箇所を埋めていく形でもよい。  

 
７ 社会福祉施設等における事故報告との関係 

特別養護老人ホーム、デイサービスセンター、介護老人保健施設、特定施設入居者生活

介護については、平成１４年７月３０日付け青健福第８０４号青森県健康福祉部長通知「入

所者等に係る事故報告について」の一部改正通知における県への報告と重複するため、今

後は、介護保険事業者は全て、当該要領に基づいて報告をすることとし、報告書式は別紙

１「介護保険事業者事故報告書」を標準とする。 
 
８ 地域密着型サービス事業者における事故報告 
  地域密着型サービス事業所において事故が発生した場合の報告は、所在市町村又は利用

者の住所地の市町村の指示に従って行うこと。（県への報告は不要）  
 
附則 
 平成１９年１月１１日  一部改正 
 
附則 
 平成１９年５月３０日  一部改正 
 
附則 
 平成２１年２月２０日  一部改正 
 
附則 
 平成２１年５月２９日  一部改正 
 
附則 
 平成２２年１１月４日  一部改正 



      事故が発生した場合の県への報告について 
 
「介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領」に基づき報告を求める施設等  

 
(1) 介護保険施設  
ア 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム：定員 29 人以下の地域密着型介護老人福

祉施設を除く） 
イ 介護老人保健施設  
ウ 介護療養型医療施設 

 
(2) 居宅サービス事業等 
ア 訪問介護（夜間対応型訪問介護を除く）  
イ 訪問入浴介護  
ウ 訪問看護 
エ 通所介護（認知症対応型通所介護を除く） 
オ 通所リハビリテーション 
カ 訪問リハビリテーション 
キ 居宅療養管理指導  
ク 短期入所生活介護  
ケ 短期入所療養介護  
コ 特定施設入居者生活介護 
サ 福祉用具貸与  
シ 特定福祉用具販売  
ス 居宅介護支援  

 
 (3) 介護予防サービス事業者等 

ア 介護予防訪問介護（介護予防夜間対応型訪問介護を除く）  
イ 介護予防訪問入浴介護 
ウ 介護予防訪問看護  
エ 介護予防通所介護（介護予防認知症対応型通所介護を除く）  
オ 介護予防通所リハビリテーション 
カ 介護予防訪問リハビリテーション 
キ 介護予防居宅療養管理指導 
ク 介護予防短期入所生活介護 
ケ 介護予防短期入所療養介護 
コ 介護予防特定施設入居者生活介護 
サ 介護予防福祉用具貸与 
シ 特定介護予防福祉用具販売 
ス 介護予防支援  

 
  


